
日本年金機構和歌山西年金事務所が実施する出張年金相談の日程をお知らせします。
事前予約制ですので、下記へ電話予約のうえご利用ください。

■実 施 日
４月４日㊍　　６月６日㊍　　８月１日㊍　　10月３日㊍　　12月５日㊍
令和７年２月６日㊍

■会　　場	 湯浅町役場１階　多目的室
■実施時間	 10 時～ 15 時

〈予約先〉和歌山西年金事務所　お客様相談室　℡ 073-447-1660（平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分）

※役場では予約受付を行っておりません。
※予約時に、基礎年金番号や相談内容について確認します。
※本人以外の方がお越しになる場合は、委任状が必要になる場合がありますので、予約時にご確認ください。
※主に年金給付に関する相談のみとなります。国民年金保険料の徴収、厚生年金適用関係の届書の受理
等は行えません。

　出張年金相談のメリット　

 役場で受け付けできない書類の提出ができる

厚生年金に加入していた方や、第３号被保険者期間のある方の年金請求、遺族厚生年金の請求など、
役場を経由しない請求等の提出ができます。
年金の請求には、それぞれの年金加入状況より添付書類が異なりますので、予約時にご確認ください。

 将来の年金受給見込額試算ができる

年金の受取額は、過去の納付状況や繰上・繰下請求等によって変動します。
見込額試算には年金事務所への来訪、ねんきんネットを利用する方法などがありますが、この機会
に将来の生活設計の参考に確認してみてはいかがでしょうか。
なお、見込額試算は、50歳以上の方に限られます。

 個別の年金加入状況に応じた年金相談が受けられる

年金は、加入状況や納付状況、生年月日など、様々な条件が組み合わさった仕組みです。出張年金
相談では、日本年金機構の保有する年金加入状況を元に、個別の事例に応じた相談が受けられます。
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